
【参考資料】 

 

犯罪収益移転防止法（令和４年１２月改正）の概要 

 

 

ポイント１    令和 4年 12月改正により司法書士等の士業についても、取引時確認の事項が追加

されることとなった（令和 6年 6月までに施行予定）。 

 

 

 

 

ポイント２    司法書士等に対し追加された確認事項は次の３点。 

① 取引を行う目的 

② 職業（自然人の場合）又は事業内容（法人の場合） 

③ 実質的支配者（法人の場合） 

          ※ 「資産及び収入の状況」については、継続検討事項として当面見送られた。 

          ※ 「本人特定事項」（いわゆる「本人確認」）については、これまでも確認が義務づけら

れていたため、計４つの確認事項があることになる。 

 

          ※ 宅建業者は平成 23年改正以降、以下計５点の確認が義務づけられている。 

① 本人特定事項 

② 取引を行う目的 

③ 職業（自然人の場合）又は事業内容（法人の場合） 

④ 実質的支配者（法人の場合） 

⑤ 資産及び収入の状況（「ハイリスク取引」（★）に限る） 

 

   ★「ハイリスク取引」とは・・・ 

・なりすまし又は虚偽申告が疑われる場合等 

・イラン及び北朝鮮に居住する者との取引等 

・外国において重要な公的地位にある者（いわゆる「外国 PEPs」）との取引 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※R6.6 までに「取引を行う目的」

等が追加となる 

 


